
 

「夏休みテレビ大阪プログラミングキャンプ」受講規約 

 

本規約は，株式会社テレビ大阪サービスと特定非営利活動法人ロジカ・アカデミー 

（以下，実行委員会といいます。）が主催する「夏休みテレビ大阪プログラミングキャンプ」 

（以下，当プログラムといいます。）の参加についての諸条件を定めるものです。 

参加申し込みをされる方は，本規約にご同意いただいたものとみなします。 

 

【受講料/お支払い方法/お申し込み】  

 

・受講料は，1 名 40,000 円（税込）です。 

・家族割引はご同居の兄弟・姉妹に適用され，1 名あたり受講料より 5,000 円を割引させていただきます。 

・申込者は，本規約に同意の上，登録情報を入力し事前に受講料のお支払いが完了された時点で 

受講生として登録されます。 

※登録時に虚偽の申請をしてはならないものとし，虚偽の申請があった場合には， 

登録をキャンセルさせて頂くことがございます。 

・登録情報をご入力頂いた後，振込先のご案内をお送り致します。 

・お支払い方法は銀行振込みのみとさせていただきます。 

・振込手数料はご負担いただきますようお願い致します。 

 

※お支払い期日は 2019 年 7 月 12 日（金）とさせていただきます。 

お支払期日を過ぎてもお支払いの確認が取れない場合，お申込はキャンセルとなります。 

                  

【当プログラム参加の確定】  

 

・登録情報の入力，受講料のお支払いの両方が確認でき，実行委員会より申込完了メールを 

お送りした時点で，お申込みが完了したものとします。 

 

※申込者多数の場合は，ご入金完了の先着順とし定員になり次第，受付を終了致します。 

またご入金後，定員超過のためご参加頂けない場合はその旨をご連絡の上， 

受講料を全額返金させていただきます。 

 

【当プログラム不成立の場合のご案内】 

 

・募集期間終了時に，各回のお申し込み数が最少催行人数の 10 名に満たない場合， 

その日程の回のプログラミング教室の実施を中止させていただきます。 

その場合，7 月 19 日（金）までにご連絡致します。 

なお，お振込み頂きました受講料は全額返金させていただきます。 

 

 

 

 

 



【キャンセルポリシー】 

   

・お申込み後,キャンセルを希望される場合は，入金あり・なしに関わらず， 

必ず実行委員会にご連絡いただきますようお願い致します。 

 

※キャンセルのタイミングによって，下記の通りキャンセル料金が発生致します。 

 

キャンセル手数料 日程①（7/30~8/1 開催）の場合 日程②（8/6~8/8）の場合 

0％ 2019/7/19（金）まで 2019/7/26（金）まで 

50％ 2019/７/20（土）～7/26(金)まで 2019/７/27（土）～8/2(金)まで 

100％ 2019/7/27（土）以降 2019/8/3（土）以降 

 

※なお，受講開始日以降のキャンセルはいかなる理由がありましても， 

受講料の返金は致しかねますので予めご了承ください。 

 

 

【個人情報の取り扱い】 

 

・実行委員会は，お預かりした個人情報を当プログラムに関係する各種案内および，今後のイベント情報 

のお知らせのために利用させていただきます。また，お送り頂いた情報に基づくカリキュラムの策定など， 

質の高いサービスをご提供するために利用させていただきます。 

 

【写真や動画等の撮影および利用】  

 

・実行委員会は，受講中の受講生の写真・動画等の撮影および、テレビ等の取材が行われる場合が 

あります。 

・撮影した受講生の写真・動画等は，今後実行委員会のホームページや実行委員会が制作する告知，販促物, 

またテレビ大阪の番組・ホームページ等に使用する場合があります。 

受講生およびその保護者は，予めこれを了承するものとします。 

※写真・動画等の撮影・取材およびその使用を拒否の場合は，申込時に必ずご申告ください 

事前に撮影・使用拒否の申告がない場合，写真・動画等の撮影およびその使用に同意したものとみなします。 

・受講生およびその保護者は，自分で撮影した写真・動画等をインターネット上で公開する場合には， 

他の受講生およびその保護者が特定されないように十分な配慮を払うものとします。 

 

【当プログラムにおける作品の制作】 

 

・受講者およびその保護者は，当プログラムで制作した作品の完成度は，本人の技術レベルによって 

イメージと異なる可能性があることに同意するものとします。 

当プログラムは受講生およびその保護者がイメージした通りの作品ができることを保証するものでは 

ありません。 

 

 

 



【権利の帰属】 

 

・当プログラムで制作した作品、プログラムに関連するもの、撮影したもの（動画・写真等）に 

関しての権利は、すべて当実行委員会に帰属するものとします。 

 

 

 

【作品の保存について】 

・USB メモリを持参いただいた受講生は，ご自身の作品を USB メモリに保存して持ち帰ることができます。 

・USB メモリ以外の記憶媒体を持参されるケース，および個別にメール等での送付を希望されるケースには 

ご対応しかねますので，予めご了承ください。 

※実行委員会では USB のご用意は致しませんので、ご了承ください。 

・受講生が当プログラムにおいて制作した各種制作物のデータについて，当プログラム終了後, 

実行委員会は，その保存・使用・管理に一切の責任を負いません。 

 

 

【通学について】 

 

・会場への自転車での来場はお断りしております。（駐輪場がないため） 

・実行委員会は，会場へ来場・ご自宅への帰宅中の安全確保や事故トラブル等の対応について， 

責任を負わないものとします。 

※実行委員会では，受講生の送迎は致しません。受講生のみで来場される場合，保護者は必ず受講生本人と 

連絡がつくようにお願い致します。 

 

 

【受講時のマナー】 

 

・当プログラムの受講に際して，講師の指示に従い，他の受講生へのご迷惑とならないようお願い致します。

万が一,次の項目に該当する行為が行われた場合，実行委員会が適切と判断する措置を取ることができるもの 

とします。 

 

・講師の指示に従わず，プログラムの進行に妨げとなるような行為を継続的に行われる場合。 

・社会的モラルに反する言動や迷惑行為等により，受講生同士でトラブルになると講師が判断した場合。 

・その他実行委員会が不適切と判断する行為等を行なわれた場合。 

 

【開催中止】 

 

・実行委員会は，次の項目に起因する場合，当プログラムの運営の全部または一部を停止することがあります。 

・災害や悪天候等の非常事態が起こり当プログラムを提供できない場合 

・法律，法令等に基づく措置により当プログラムを提供できない場合 

・その他，実行委員会がやむを得ないと判断した場合 

 

 



 

※中止が決定した場合は，当日の AM8 時までにテレビ大阪プログラミングホームページ内の 

ツィッターにて告知させていただきます。 

http://www.tv-osaka.co.jp/programmingcamp/ 

 また，中止になった日程に応じて以下の通り返金対応を行うものとします。 

 ・受講日のうち 1 日が中止になった場合 （受講料金の 30％） 

  ・受講日のうち 2 日間が中止になった場合（受講料金の 50％） 

 ・受講日のうち 3 日間が中止になった場合（受講料金の 100％） 

 

 

【受講生の傷病や緊急時等への対応】 

 

・実行委員会は，受講中の受講生の安全について十分な注意を払いますが，万が一，受講生に傷病等が発生 

した場合は，実行委員会側に故意または重過失がある場合を除いて実行委員会は責任を負いません。 

※人に感染するおそれのある症状（風邪等）を発症している場合や，体調がすぐれない場合は受講をお控え 

ください。また，学校伝染病（インフルエンザ，水痘，流行性角結膜炎等）に罹患された場合は， 

出席停止期間内の受講をお控えください。 

・受講生及びその保護者は，受講生に持病等の健康上特記事項がある場合，申込時に申告ください。 

またその場合，受講時の保護者の付き添いや持病の薬の持参等，受講生およびその保護者にて 

必要な対応をお願い致します。 

・受講生が怪我をしたり、発熱、腹痛等の急病が発生したと疑われる場合、救急車の出勤要請を行う場合 

があります。 

また保護者に連絡が取れない場合、実行委員会の判断で受講生を医療機関で受診させる場合があります。 

なお、その際受診にかかった費用等は受講生及びその保護者の負担とします。 

保護者は、医療機関の受診を拒否する場合、事前に申告するものとします。 

事前の申告がなかった場合、緊急時の医療機関の受診に、保護者が同意したものとみなします。 

 

【免責】 

実行委員会は，当プログラムにおいて、受講生またその保護者が受講中に生じた事故・トラブルについて，

実行委員会に故意または重過失がない限り，責任は負いません。 

受講生、保護者間のトラブルや，事故についても同様とします。 

 

【改訂】   

 必要に応じ，本規約は改訂されることがあります。 

 

【協議解決】 

 当プログラムに関連して、問題が生じた場合、都度誠意をもって協議し解決するものとします。 

 

【合意管轄】 

 本規約の内容につき紛争が生じた場合、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意裁判所とします。 

http://www.tv-osaka.co.jp/programmingcamp/

